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兵庫県児童虐待防止２４時間ホットライン対応業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

兵庫県こども家庭センターの児童虐待防止２４時間ホットライン対応業務の委託につい

て、次のとおり受託者を公募する。 

 

１ 事業の概要 

（１）業務名称 兵庫県児童虐待防止２４時間ホットライン対応業務 

（２）事業の目的 

   一貫して増加傾向にある児童虐待通告及び子育て相談等に迅速かつ適切に対応し、

児童虐待等に関する通告や相談を２４時間３６５日受け付ける体制を構築する。 

（３）業務内容 

① 虐待通告に関する業務 

② 児童相談に関する業務 

③ 報告書の作成 

（別添「兵庫県児童虐待防止２４時間ホットライン対応業務委託仕様書」のとおり） 

（４）委託上限額 

   １７，６００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（５）委託期間 

   令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

   但し、契約期間の終了の日までに委託者から何らかの意思表示がないときは、その

翌日において更に１年間同一条件で契約を更新するものとし、その後、令和１１年３

月３１日までの間は毎年同様に更新できるものとする。 

   なお、委託者は翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の増減又

は削減があったときは、この契約を解除できる。 

また、次に掲げる場合には契約解除することがある。 

① その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契 

約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

② 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられた 

とき。 

③ 契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。 

④ 故意又は過失により、県若しくは第三者に重大な損害を与えたとき。 

⑤ ①から④のほか、本契約に違反したとき。 

（６）実施場所 

電話相談業務を実施する電話相談受付場所及び委託者と連絡を行う事務所について

は、日本国内に設置することとし、設置した事務所内において、業務従事者が集合し

て業務を行うこと。また、実施場所は相談者に関するプライバシーの保護が図られ、

電話相談員が適切な対応を行えるよう、必要な設備（専用ブース、端末等）を確保す

ること。 

ただし、天変地異・その他不測の事態による履行場所が使用できない事象が起こっ

た場合は委託者と協議の上対応とする。 
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（７）費用分担 

受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、

県は、契約金額以外の費用を負担しない。ただし、こども家庭センターの電話から受

託者の設置する電話への転送にかかる通話料は、県が負担する。 

 

２ 応募資格、必要な資格・許認可等 

  次に掲げるすべての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）兵庫県指名停止基準（平成６年６月１６日制定）に規定する入札参加の停止の措置

を受けている者でないこと。 

（３）暴力団排除条例（平成２２年兵庫県条例第３５号）に規定する暴力団、暴力団員に

該当しないこと。 

（４）また、暴力団排除条例施行規則（平成２３年兵庫県公安委員会規則第２号）に規定

する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。 

（６）府県民税、消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。 

      

３ 公募型プロポーザル実施各日程 

（１）実施要領等の配布開始          令和７年１２月５日（金） 

   兵庫県ホームページに掲載 

   （   https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf22/r7_hotlineproposal.html   ） 

   ※上記 WEB ページからダウンロードすること。兵庫県中央こども家庭センターでの

配布は行わない。 

（２）質問受付期限              令和７年１２月１２日（金） 

（３）質問に対する回答            令和７年１２月１９日（金） 

（４）企画提案書類提出期限          令和８年１月９日（金） 

（５）応募資格審査結果通知          令和８年１月１６日（金） 

（６）審査会（プレゼンテーション）の開催   令和８年１月３０日（金） 

（７）審査結果の通知             令和８年２月上旬予定 

（８）契約の締結               令和８年４月１日 

 

４ 企画提案書類の提出 

（１）提出期間 令和７年１２月５日（金）から令和８年１月９日（金）までの午前

９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

（２）提出場所 本要領１１に定める担当部署あて 

（３）提出方法 ４（４）の企画提案書類を上記の期限内に持参または郵送（書留郵

送）にて提出すること。なお、郵送による場合には、必ず期限内に

必着させること。 
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（４）企画提案書類 

① 企画提案応募申請書（様式第１号） 

② 提案者概要（様式第２号） 
③ 企画提案書 
④ 見積書 
⑤ 法人登記簿謄本 

  提出の日において、発行日から３か月以内のもの。 

  ⑥ 納税証明書（２種類：提出の日において発行から３か月以内のもの。） 
   ア 消費税又は地方消費税に滞納のない証明 
     国税所管：税務署（納税証明書「その３の２」もしくは「その３の３」） 
   イ 兵庫県税に滞納のない証明 
     地方税（都道府県）所管：兵庫県内県税事務所（「納税証明書（３）」） 
     ※兵庫県税について、課税実績がない場合は、誓約書（様式第３号） 
  ⑦ 財務諸表の写し 
    以下のアからオについて、直近３カ年（半期決算の場合は６期分）のものを提出す

ること。ただし、作成していないものがある場合は、作成されているもののみ提出

することとし、提出漏れと区別するため、作成していないことを記入した書類を提

出すること。（様式任意） 
    ア 貸借対照表 
   イ 損益計算書 
   ウ キャッシュフロー計算書 
   エ 株主資本等変動計算書 
   オ 個別注記表 
 
   ※ 上記書類のほか、県が必要とする書類の提出を求めることがある。 

   ※ 提案内容の変更等は、４（１）の期間内に限り可能とし、締切日以降の修正、

撤回はできない。 

 

（５）提出部数等 

   必要部数（正１部、副７部（コピー可））及び企画提案書類①～⑦を格納した電子

媒体（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ）１枚を提出すること。 

（６）質問の受付 

   ① 受付期間 

    令和７年１２月５日（金）から令和７年１２月１２日（金）まで（必着） 

  ② 提出方法 

    質問票（様式第４号）に質問を記入し、本要領１１に定める担当部署宛に電子メ

ールで提出すること。その際の件名は、「兵庫県児童虐待防止２４時間ホットラ

イン対応業務委託についての質問 事業者名」とする。 

なお、この提出方法以外による質問は一切受け付けない。 

※電子メールの送信後、本要領１１に定める担当部署に電話すること。 

    （土日祝を除く 9時 00 分～12 時 00 分、13 時 00 分～17 時 00 分まで） 
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   ③ 回答 

    質問及び回答の内容は、令和７年１２月１９日（金）までの間にホームページに

掲載。 

   （   https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf22/r7_hotlineproposal.html   ） 

 

５ 企画提案書類の作成方法 

  所定様式以外は原則Ａ４版（縦）で作成すること。ただし、下記書類については次の

とおりとする。 

（１）企画提案書（様式任意・Ａ４片面印刷） 

  ① 企画提案書の枚数は２０ページ以内とする。（表紙・目次は含まない。） 

  ② 企画提案書には、目次をつけ、各ページの下部にページ番号を付すこと。 

  ③ 本要領８（１）を踏まえ、コンセプトや具体的な実施内容、業務への取組方法な

ど、提案する内容とそれに付随する事項を盛り込んで作成すること。 

   ・企画提案書には、次の項目について、必ず盛り込むこと。 

(ⅰ)本業務に対する考え方、実施方針 

(ⅱ)提案のセールスポイント 

(ⅲ)本業務の実施方法、手法等 

(ⅳ)本業務にかかる実施体制・支援体制 

(ⅴ)同一業務(虐待通告や児童相談に係る相談ダイヤル業務)及び類似業務実績 

（２）見積書（様式任意） 

  ① 見積書はＡ４版とし、１部を提出すること。 

② 事業者の名称と「見積書在中」と記載した封筒にいれて封緘すること。 

③ 宛先は「兵庫県中央こども家庭センター所長」、件名は「兵庫県児童虐待防止 

２４時間ホットライン対応業務」とすること。 

④ 見積書の必須記載項目は、以下のとおりとする。 

   ア 見積年月日 

イ 見積書の有効期限（令和８年４月３０日以降の日付とすること） 

ウ 事業者の名称、所在地、代表者の氏名及び連絡先、担当者の氏名及び連絡先 

エ 費用の内訳額及び総額、消費税及び地方消費税額を含めた総額。なお、費用総

額は、本実施要領に定める契約上限額までとする。 

 

６ 企画提案書類の要件及び取扱い 

（１）企画提案書類の要件 

企画提案書類は、次に掲げる要件のいずれも満たしていることが必要。 

① 本実施要領に定める申請期間、提出先及び提出方法に適合していること。 

② 記載事項に不備がないこと。 

ア 指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合していること。 

イ 記載すべき事項が全て記載されていること。 

ウ 虚偽の内容が記載されていないこと。 

（２）企画提案書類の取扱い 
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① 企画提案書類に記載された個人情報は、審査を実施する目的以外に、応募者に無

断で使用することはない。 

② 提出された企画提案書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

③ 県が提示する実施要領等の著作権は県に帰属し、応募者が提出した企画提案書類

の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。 

④ 県は、委託業務の手続きに係る事務の遂行上必要な範囲において、企画提案書類

の複製を作成することができるものとする。 

⑤ 企画提案書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本

国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管

理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて応募者が負うものとす

る。 

 

７ 応募資格審査の結果通知 

応募資格審査の結果通知は、令和８年１月１６日（金）までに郵送及び電子メールに

より通知する。 
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８ 審査概要 

（１）評価基準 

  次に示す評価項目に基づき、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

No 評価項目 評価基準 配点 

１ 全体の評価 

＜業務の理解＞ 

・委託業務の目的・内容を理解した提案となっている

か 

１０ 

２ 実施体制 

＜従事者の配置・体制＞ 

・業務を実施するための十分な人員が配置され、県及

び関係機関と円滑に意思疎通が可能で、必要に応じ

て早急な対応が可能な体制が構築されているか 

１０ ４０ 

＜従事者の専門性＞ 

・従事者が業務の遂行に必要な資格・専門的な知識・

経験を有しているか 

１０ 

＜報告体制＞ 

・報告書の内容や送付先を確認する体制は適当か 

１０ 

＜従事者の研修体制＞ 

・従事者の専門性及び必要な資質確保のため、適切な

指導・研修体制が構築されているか 

１０ 

３ 業務実績 

＜類似業務の受託実績＞ 

・過去もしくは現在に類似業務を受託し、円滑に実施

した実績を有しているか 

１０ 

４ 付加提案 

＜付加提案＞ 

・本業務の効果的、安定的、継続的につながる提案が

具体的に示されているか 

１５ 

５ リスクマネジメント 

＜個人情報に対する考え方、緊急事態時の対応＞ 

・個人情報の取扱いにかかる考え方は明確であり、情

報漏洩防止のための対策や取組が具体的に示されて

いるか 

・緊急事態や不測の事態（未然の防止、発生後の対処

及び再発防止を含む）を想定した取扱いや対応する

ための体制が検討され、具体的に示されているか 

１５ 

６ 見積金額 
＜見積り金額の妥当性＞ 

・適正な価格設定となっているか 

１０ 

合計 １００ 

 

   【配点基準】 

配点 極めて優れている 優れている 普通 やや劣る 劣る 

15 点 15 点 12 点 9 点 6 点 3 点 

10 点 10 点 8 点 6 点 4 点 2 点 

 

（２）審査会（プレゼンテーション）の実施 

  ① 出席者は１事業者あたり３名までの出席とする。 

  ② プレゼンテーションの説明時間は１事業者あたり４５分以内とする。 
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   （事業者からの説明：３０分以内＋質疑応答：１５分以内） 

  ③ プレゼンテーションは令和８年１月３０日（金）実施予定。時間、場所等につい

ては別途通知する。 

  ④ プレゼンテーションは企画提案書類に基づき実施すること。追加資料等は県が求

める場合を除き不可とする。また、パソコンやプロジェクター等、機器を使用す

る場合は、事前に県に相談すること。 

  ⑤ 本業務に応募する者が１者であっても、プレゼンテーションを開催する。 

（３）評価方法 

  ① 本企画提案の審査については、本業務の受託候補者に係る選定委員会において審

査を行い、その意見を受けて、契約候補者を選定する。 

② 選定委員は、企画提案書類及びプレゼンテーションについて評価基準に基づいて

評価する。 

 

９ 審査決定後の契約手続 
（１）契約交渉の相手方に選定された者と兵庫県との間で、委託内容、経費等について再

度調整を行った上で協議が調った場合、委託契約を締結する。 
（２）受託者は契約金額の１００分の１０の額の契約保証金を契約と同時に納付しなけれ

ばならない。ただし、兵庫県財務規則第１００条第１項各号に該当する場合は契約

保証金を免除する。 
（３）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記

載した辞退届を提出すること。この場合は、次順位者を候補者とする。 
 
10  応募にあたっての留意事項 
（１）審査の対象からの除外 

応募者が次に掲げる場合に該当したときは、その者を審査の対象から外し、若しく

は委託候補者としての地位を取り消す場合がある。 
  ① 審査手続き業務に従事する県職員若しくは関係者に対し、本件応募について不正

に接触する行為その他の公正な手続きを妨げる行為の事実が判明した場合 
② 選定の手続きにおいて不正な行為があったと県が認めた場合 

  ③ 本件応募について不正な利益を得るために連合した場合 
  ④ 企画提案書類等に虚偽の記載があった場合 
  ⑤ 複数の事業計画又は収支計画を提出した場合 
  ⑥ 応募資格が満たないことが判明した場合 
  ⑦ 著しく社会的信用を損なう行為等により、応募者が委託者として業務を行うこと

についてふさわしくないと県が認めた場合 
    ⑧ その他この実施要領に規定する条件に違反した場合 
（２）その他 
 ① 応募の辞退 

    企画提案書類等を提出した後に辞退する場合は、｢応募申請辞退届出書｣（様式第

５号）を提出すること。 
    ② 応募等に係る費用負担 
       企画提案等応募に要する全ての費用は、応募者の負担とする。 
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11 担当部署（書類提出先・問い合わせ先） 

 部 署 名 兵庫県中央こども家庭センター総務企画課（担当：林、前田） 

所 在 地 
〒673-0021 

兵庫県明石市北王子町 13-5 

電 話 番 号 078-923-9966 

Ｆ Ａ Ｘ 078-924-0033 

電 子 メ ー ル 

ア ド レ ス 
Chuuoukodomo@pref.hyogo.lg.jp 


